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相
続
や
贈
与
等
に
よ
っ
て
所
有
者
が
12

月
末
ま
で
に
変
更
に
な
っ
た
場
合
、
令
和

６
年
度
は
現
金
で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

新
所
有
者
で
口
座
振
替
で
の
納
付
を
希
望

さ
れ
る
方
は
口
座
振
替
の
申
し
込
み
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
新
所
有
者
が
す
で
に
固
定
資
産

税
を
口
座
振
替
で
納
付
し
て
い
る
場
合
は
、

引
き
続
き
口
座
振
替
で
の
納
付
と
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
共
有
名
義
で
所
有
し
て
い
る
資

産
の
持
分
変
更
の
み
を
お
こ
な
っ
た
場
合

も
、
新
し
く
口
座
振
替
の
申
し
込
み
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

軽
自
動
車
、
バ
イ
ク
、
軽
貨
物
、
小
型

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、
耕
運
機
、
ト
ラ
ク
タ
ー

な
ど
の
所
有
者
は
、
町
へ
「
軽
自
動
車
税

種
別
割
」
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

１
年
分
の
軽
自
動
車
税
種
別
割
の
課
税

内
容
は
、
４
月
１
日
現
在
の
所
有
状
況
に

よ
り
判
断
し
ま
す
。「
売
り
払
っ
た
」「
盗

難
に
あ
っ
た
」「
廃
棄
物
処
理
業
者
に
出
し

た
」
な
ど
の
理
由
で
、
軽
自
動
車
等
を
現

に
所
有
し
て
い
な
い
方
は
、
廃
車
の
手
続

き
を
必
ず
お
こ
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
手
続

き
を
お
こ
な
わ
な
い
と
、
引
き
続
き
所
有

し
て
い
る
も
の
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

年
度
末
は
、
軽
自
動
車
の
名
義
変
更
、

廃
車
の
届
出
が
集
中
し
、
窓
口
が
大
変
混

雑
し
ま
す
。
こ
の
た
め
名
義
変
更
や
廃
車

の
届
出
は
３
月
中
旬
ま
で
に
済
ま
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

廃
車
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、「
尾
張
小

牧
ナ
ン
バ
ー
」
は
小
牧
市
に
あ
る
軽
自
動

車
検
査
協
会
、「
大
口
町
ナ
ン
バ
ー
」
は
役

場
税
務
課
で
お
こ
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

税
務
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１
３

固
定
資
産
税
の
口
座
振
替

廃
車
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

小牧税務署からのお知らせ小牧税務署からのお知らせ

問合せ先　小牧税務署　蘂 0568-72-2111

インボイス発行事業者の方へ

● 適格請求書（インボイス）発行事業者の登録を受けた方は、消費税の申告が必要です。
● 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、消費税申告書の作成・e-Tax 
　 送信にも対応しています。ぜひご利用ください。
令和５年分申告の受付期間
　個人事業者の消費税　　１月４日（木）から４月１日（月）
※

※

２月16日（金）から３月15日（金）については、小牧勤労センターに申告会場を開
設するため、税務署では申告相談をおこなっていません。
税務署の閉庁日（土・日曜日、祝日等）は相談および申告書の受け付けはおこなって
おりません。ただし、２月25日（日）に限り、小牧勤労センターにて申告相談をお
こないます。

個人事業者の消費税　　納期限　４月１日（月）
　　　　　　　　　　　振替日　４月30日（火）

令和５年分申告に係る納期限・振替日


